
 

２ 認定こども園への移行について 

 

令和５年４月より、市内にある民間保育所のうち、新湊作道保育園、小杉西部

保育園、あいあい保育園の３園が幼保連携型認定こども園に移行する。 

 

１ 認定こども園化の必要性 

  就学前の子どもに対する教育・保育を一体的に行うことにより、質の高い 

保育サービスを提供し、また、保護者ニーズ等に対応した支援を推進するため。 

 

２ 新しい認定こども園の名称、所在地、運営法人について 

  新湊つくりみちこども園  

射水市殿村１１５番地 （福）浦山学園福祉会 

   小杉西部こども園  

射水市三ケ９３３番地１ （福）浦山学園福祉会 

   幼保連携型認定こども園 あいあい保育園   

射水市南太閤山１７丁目１番１ （福）小杉福祉会 

 

３ 移行する認定こども園の概要について 

（１）類型  

幼保連携型認定こども園 

    幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持つ一体的な施設で、保育が必要

な３歳未満児の入園が可能となり、３歳以上児は保護者の就労等に 

かかわらず教育・保育を一緒にうけることができる。 

 （２）教育・保育内容 

    幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、教育・保育 

を実施。また、小学校における教育との円滑な接続を行う。 

 （３）開園日 

   月曜日から金曜日まで（１号認定） 

    

４ 定員案（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

５ その他 

   現在、県へ認可申請中。 

新湊つくりみち保育園 

１号 ２号 ３号 

１５人 １１１人 ５９人 

小杉西部こども園 

１号 ２号 ３号 

１５人 １０１人 ５９人 

あいあい保育園 

１号 ２号 ３号 

８人 ６９人 ４１人 
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